
１． 事業内容 

 

補助対象事業 補助対象経費 補助率 

福祉有償運送車両購入事業 

福祉有償運送車両１台の購

入に必要な経費のうち市長

が必要と認めた経費の額（租

税公課を除く） 

２分の１以内 

（その額が150万円を超える

ときは、150万円） 

福祉有償運送車両改造事業 

福祉有償運送車両１台の改

造に必要な経費のうち市長

が必要と認めた経費の額（租

税公課を除く） 

２分の１以内 

（その額が 30 万円を超える

ときは、30万円） 

福祉有償運送運営事業 

当該事業に使用する車両１

台に必要な経費（車検経費、

車両修繕費、自賠責保険な

ど）のうち、市長が必要と認

めた経費の額（租税公課を除

く） 

２分の１以内 

（その額が 10 万円を超える

ときは 10万円） 

福祉有償運送運転者育成事

業 

当該事業に要する運転者１

人の福祉有償運送運転者講

習費用のうち市長が必要と

認めた経費の額 

２分の１以内 

（その額が1.5万円を超える

ときは 1.5万円） 

 

２． 対象事業者 

 

身体障害者、要介護者等の移動を支援するため、道路運送法施行規則（昭和 26年運輸省令

第 75号）第 49条第 1 項第 3 号に規定する福祉有償運送（以下「福祉有償運送」という。）

を実施し、その所在地が洲本市内にある事業者。 

 

但し、次に掲げる市税等に未納がある場合は、補助の対象としない。 

・洲本市税条例（平成 18年洲本市条例第 90号）第 3条に規定する市税 

・洲本市国民健康保険税条例（平成 20年洲本市条例第 34号）第 1条に規定する国民健康

保険税 


